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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影データを取得するための投影データ取得装置であって、当該投影データ取得装置は
、
　物体を横切るパルス状放射ビームを発生させるための放射デバイスと、
　前記物体を横切った後の前記パルス状放射ビームを示す投影データを発生させるための
検出デバイスと、
　前記物体に対する前記放射デバイスの異なる取得位置で前記投影データを発生させるた
め、当該放射デバイスと当該物体とを互いに対して相対的に移動させるための移動ユニッ
トと、を備え、
　前記放射デバイスは、放射ビームを発生させるための放射源と、異なる取得位置で前記
放射ビームの異なる阻止及び／又は減衰を行うためのコリメータと、を備え、
　前記放射デバイスは、異なる取得位置で、前記放射源で発生させた前記放射ビームの異
なる阻止及び／又は減衰を行うことで、前記パルス状放射ビームを発生させ、
　前記コリメータは、前記検出デバイス上に影になった領域と影になっていない領域とが
発生するように前記放射ビームを部分的に阻止し、前記検出デバイスは、前記影になって
いない領域に誘導されたパルス状放射ビームに基づいて前記投影データを発生させると共
に、前記影になった領域へ散乱した放射に基づいて散乱データを発生させ、前記投影デー
タ取得装置は更に、発生した前記投影データを前記散乱データに基づいて補正するための
補正ユニットを備え、
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　前記コリメータは、いくつかの開口を有する回転可能なシリンダを備え、前記コリメー
タは、異なる取得位置で前記パルス状放射ビームを発生させるため、前記異なる取得位置
では前記開口が前記放射源に対して異なる回転位置に配置されるように前記シリンダを回
転させ、前記シリンダの前記開口は、当該シリンダの長手方向軸に沿って第１の位置に配
置された第１の開口と、当該シリンダの長手方向軸に沿って第２の位置に配置された第２
の開口と、を含み、前記第１の開口及び前記第２の開口は相互に対して円周方向のオフセ
ットを有する、
投影データ取得装置。
【請求項２】
　前記放射源が前記放射ビームを発生させ、前記コリメータが、異なる取得位置で前記パ
ルス状放射ビームを発生させるために当該パルス状放射ビームの異なる阻止又は減衰を行
う、請求項１に記載の投影データ取得装置。
【請求項３】
　前記投影データ取得装置は更に、前記物体内の様々な空間領域について放射線量上限を
規定する空間放射線量拘束値を与えるための放射線量拘束値提供ユニットを備え、前記放
射デバイス、前記検出デバイス、及び前記移動ユニットは、与えられた前記空間放射線量
拘束値が達成されるように前記投影データを発生させる、請求項１に記載の投影データ取
得装置。
【請求項４】
　前記放射デバイスは、異なる取得位置で前記パルス状放射ビームのパルス持続時間が異
なる、請求項１に記載の投影データ取得装置。
【請求項５】
　前記移動ユニットは、前記投影データ取得中に取得軌道に沿って前記物体に対して前記
放射デバイスを移動させ、前記放射デバイス及び前記検出デバイスは、前記取得軌道に沿
った異なる取得位置のグループごとの投影データ取得に対応すると共に、前記パルス状放
射ビームを実際に発生させ、前記物体を横切った後の当該パルス状放射ビームを、前記異
なる取得位置のグループのうちのサブグループのみで検出する、請求項１に記載の投影デ
ータ取得装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の投影データ取得装置の放射源によって発生した放射をコリメートする
ための前記コリメータの使用。
【請求項７】
　物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるためのコンピュータ断層撮影システムで
あって、当該コンピュータ断層撮影システムは、
　請求項１に記載の投影データ取得装置であって、前記物体の投影データを取得するため
の投影データ取得装置と、
　取得された前記投影データに基づいて前記物体のコンピュータ断層撮影画像を再構成す
るための再構成ユニットと、
を備える、コンピュータ断層撮影システム。
【請求項８】
　投影データを取得するための投影データ取得方法であって、当該投影データ取得方法は
、
　放射デバイスが、物体を横切るパルス状放射ビームを発生させるステップと、
　検出デバイスが、前記物体を横切った後の前記パルス状放射ビームを示す投影データを
発生させるステップと、
　移動ユニットが、前記物体に対する前記放射デバイスの異なる取得位置で前記投影デー
タを発生させるため、当該放射デバイスと当該物体とを互いに対して相対的に移動させる
ステップと、を含み、
　前記放射デバイスは、異なる取得位置で、放射源で発生させた放射ビームの異なる阻止
及び／又は減衰を行うことで、前記パルス状放射ビームを発生させ、
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　コリメータが、前記検出デバイス上に影になった領域と影になっていない領域とが発生
するように前記パルス状放射ビームを部分的に阻止し、前記検出デバイスは、前記影にな
っていない領域に誘導されたパルス状放射ビームに基づいて投影データを発生させると共
に、前記影になった領域へ散乱した放射に基づいて散乱データを発生させ、補正ユニット
が、発生した前記投影データを、前記散乱データに基づいて補正し、
　前記コリメータは、いくつかの開口を有する回転可能なシリンダを備え、前記コリメー
タは、異なる取得位置で前記パルス状放射ビームを発生させるため、前記異なる取得位置
では前記開口が前記放射源に対して異なる回転位置に配置されるように前記シリンダを回
転させ、前記シリンダの前記開口は、当該シリンダの長手方向軸に沿って第１の位置に配
置された第１の開口と、当該シリンダの長手方向軸に沿って第２の位置に配置された第２
の開口と、を含み、前記第１の開口及び前記第２の開口は相互に対して円周方向のオフセ
ットを有する、投影データ取得方法。
【請求項９】
　物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるためのコンピュータ断層撮影方法であっ
て、当該コンピュータ断層撮影方法は、
　請求項１に記載の投影データ取得装置によって、請求項８に記載の投影データ取得方法
において規定される物体の投影データを取得するステップと、
　再構成ユニットによって、取得された前記投影データに基づいて前記物体の前記コンピ
ュータ断層撮影画像を再構成するステップと、
を含む、コンピュータ断層撮影方法。
【請求項１０】
　投影データを取得するためのコンピュータプログラムであって、当該コンピュータプロ
グラムは、請求項１に記載の投影データ取得装置を制御するコンピュータ上で実行された
場合、前記投影データ取得装置に、請求項８に記載の投影データ取得方法のステップを遂
行させるためのプログラムコード手段を備える、コンピュータプログラム。
【請求項１１】
　物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるためのコンピュータプログラムであって
、当該コンピュータプログラムは、請求項７に記載のコンピュータ断層撮影システムを制
御するコンピュータ上で実行された場合、前記コンピュータ断層撮影システムに、請求項
９に記載のコンピュータ断層撮影方法のステップを遂行させるためのプログラムコード手
段を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投影データを取得するための投影データ取得装置、方法、及びコンピュータ
プログラムに関する。本発明は更に、その投影データ取得装置により使用され得るコリメ
ータ、投影データ取得装置を備えるコンピュータ断層撮影システム、並びに対応するコン
ピュータ断層撮影方法及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ断層撮影システムは、物体を横切る放射ビームを発生させるための放射デ
バイスと、物体を横切った後の放射を示す投影データを発生させるための検出デバイスと
、物体に対する放射デバイスの異なる取得位置で投影データを発生させるために放射デバ
イスと物体とを互いに対して相対的に移動させるための移動ユニットと、発生させた投影
データに基づいて物体のコンピュータ断層撮影画像を再構成するための再構成ユニットと
、を備えている。物体に与えられる放射線量を低減するため、物体は、物体に対して放射
デバイスを移動させる取得軌道に沿った全ての可能な取得位置ではなく、これらの取得位
置の一部でのみ照射されることがある。しかしながら、これらの疎にサンプリングされた
（ｓｐａｒｓｅｌｙ　ｓａｍｐｌｅｄ）投影データに基づいて再構成されるコンピュータ
断層撮影画像では、画像の品質が低下する恐れがある。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、サンプリングした投影データに基づいて再構成されるコンピュータ断
層撮影画像の品質が向上するような投影データのサンプリングを可能とする、投影データ
を取得するための投影データ取得装置、方法、及びコンピュータプログラムを提供するこ
とである。更に、本発明の目的は、投影データ取得装置、この投影データ取得装置を備え
るコンピュータ断層撮影システム、並びに対応するコンピュータ断層撮影方法及びコンピ
ュータプログラムによって使用され得るコリメータを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様では、投影データを取得するための投影データ取得装置が提示され
る。この投影データ取得装置は、
－　物体を横切るパルス状放射ビームを発生させるための放射デバイスと、
－　物体を横切った後のパルス状放射ビームを示す投影データを発生させるための検出デ
バイスと、
－　物体に対する放射デバイスの異なる取得位置で投影データを発生させるため、放射デ
バイスと物体とを互いに対して相対的に移動させるための移動ユニットと、
を備え、放射デバイスは、異なる取得位置でパルス状放射ビームが異なる形状を有するよ
うにパルス状放射ビームを発生させるように適合されている。異なる取得位置でパルス状
放射ビームが異なる形状を有するので、すなわち異なる取得位置でパルス状放射ビームは
異なるように阻止又は減衰されるので、各取得位置で放射デバイスによって提供可能な放
射全体を用いるのではなく、少なくとも一部の取得位置で、より小さいパルス状放射ビー
ムのみを用いる。少なくともいくつかの取得位置でこれらの小さいパルス状放射ビームを
用いることにより、散乱放射を低減することができる。一般に散乱放射は画像アーチファ
クトを発生させるだけでなく、ノイズを増大させる。従って、少なくともいくつかの取得
位置で小さいパルス状放射ビームを使用することにより、画像アーチファクトを低減させ
ると共に信号対雑音比を増大させることができ、これによって、取得した投影データに基
づいて再構成されるコンピュータ断層撮影画像の品質向上が達成できる。一実施形態にお
いて、放射デバイスは、放射ビームを発生させるための放射源と、異なる取得位置でパル
ス状放射ビームが異なる形状を有するようにパルス状放射ビームを発生させるために放射
ビームを部分的に阻止及び／又は減衰するためのコリメータとを備えている。パルス状放
射ビームの形状は、パルス状放射ビームを発生させる２つ以上の取得位置で異なっている
。放射源がパルス状放射ビームを発生させるように適合され、コリメータが、異なる取得
位置でパルス状放射ビームが異なる形状を有するようにパルス状放射ビームを発生させる
ためにパルス状放射ビームを部分的に阻止又は減衰するように適合されてもよい。放射源
はグリッドスイッチｘ線源とすればよい。グリッドスイッチｘ線源は、パルス状放射ビー
ムを極めて高速に、かつ時間的に正確に発生させることができ、これは最終的に再構成さ
れるコンピュータ断層撮影画像の更なる品質向上を可能とする。しかしながら、一実施形
態では、放射源が連続放射ビームを提供し、異なる取得位置でパルス状放射ビームが異な
る形状を有するようにパルス状放射ビームを発生させるため、放射源が物体に対して移動
する取得軌道に沿ったいくつかの位置では連続放射ビームを完全に阻止し、投影データが
取得される取得軌道に沿った取得位置では連続放射ビームを部分的にかつ異なるように阻
止することも可能である。
【０００５】
　一実施形態では、コリメータは、検出デバイス上に影になった領域と影になっていない
領域とが発生するように放射ビームを部分的に阻止するよう適合されている。検出デバイ
スは、影にならない領域に誘導されたパルス状放射ビームに基づいて投影データを発生さ
せると共に、影になった領域へ散乱した放射に基づいて散乱データを発生させるように適
合されている。投影データ取得装置は更に、散乱データに基づいて発生した投影データを
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補正するための補正ユニットを備えている。これによって、投影データ、及びこの投影デ
ータに基づいて再構成されるコンピュータ断層撮影画像の更なる品質向上が達成できる。
【０００６】
　コリメータは、いくつかの開口を有する回転可能シリンダを備えることができる。異な
る取得位置でパルス状放射ビームが異なる形状を有するようにパルス状放射ビームを発生
させるため、コリメータは、異なる取得位置では開口が放射源に対して異なる回転位置に
配置されるようにシリンダを回転させるよう適合させることができる。具体的には、シリ
ンダの開口は優先的に（ｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｌｙ）、シリンダの長手方向軸に沿っ
て第１の位置に配置された第１の開口と、シリンダの長手方向軸に沿って第２の位置に配
置された第２の開口とを含み、第１の開口及び第２の開口は相互に対して円周方向のオフ
セットを有する。このコリメータを使用することにより、異なる取得位置では開口が放射
源に対して異なる位置に配置されるようにシリンダを回転させることで、異なる取得位置
で正確かつ高速な異なる整形が可能となる。
【０００７】
　投影データ取得装置は更に、物体内の様々な空間領域について放射線量上限を規定する
空間放射線量拘束値（ｄｏｓｅ　ｃｏｎｓｔｒａｉｎｔ）を与えるための放射線量拘束値
提供ユニットを備えることができる。放射デバイス、検出デバイス、及び移動ユニットは
、与えられた空間放射線量拘束値が達成されるように投影データを発生させるよう適合さ
れている。このため、放射デバイス、検出デバイス、及び移動ユニットは、物体に与えら
れる放射線量が高すぎないように、特に、物体に悪影響を及ぼさない程度にできるだけ高
いように、投影データを発生させるよう適合することができる。これは、取得した投影デ
ータの信号対雑音比の向上を可能とし、従って最終的に、取得した投影データに基づいて
再構成されるコンピュータ断層撮影画像の更なる向上につながる。拘束値は、物体の異な
る部分では異なる値とすることで、物体の各部分に与えられる放射線量をそれぞれの部分
に限定して適用することができる。しかしながら、部分放射線量拘束値は、物体全体に対
して同一の放射線量上限を規定することも可能である。
【０００８】
　更に、放射デバイスは、異なる取得位置でパルス状放射ビームのパルス持続時間が異な
るように適合されることが好適である。異なる取得位置に応じてパルス状放射ビームのパ
ルス持続時間を変化させることで、異なる取得位置に与えられる放射線量を変えることが
できる。このパルス持続時間の変化を、例えば、放射線量拘束値提供ユニットにより与え
られる空間放射線量拘束値が達成されるように投影データを発生させるために用いること
ができる。
【０００９】
　好適な実施形態では、移動ユニットは、投影データ取得中に取得軌道に沿って物体に対
して放射デバイスを移動させるように適合されている。放射デバイス及び検出デバイスは
、取得軌道に沿った異なる取得位置のグループごとの投影データ取得に対応するように適
合されると共に、パルス状放射ビームを実際に発生させ、物体を横切った後のパルス状放
射ビームを、異なる取得位置のグループのうちのサブグループのみで検出するように適合
されている。従って、優先的に投影データは疎にサンプリングされるので、物体に与えら
れる放射線量が低減する。
【００１０】
　本発明の別の態様において、投影データ取得装置の放射源によって発生した放射をコリ
メートするためのコリメータが提示される。このコリメータは、シリンダの長手方向軸に
沿って第１の位置に配置された第１の開口と、シリンダの長手方向軸に沿って第２の位置
に配置された第２の開口と、を含むいくつかの開口を有する回転可能シリンダを備えてい
る。第１の開口及び第２の開口は相互に対して円周方向のオフセットを有する。
【００１１】
　本発明の更に別の態様において、物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるための
コンピュータ断層撮影システムが提示される。このコンピュータ断層撮影システムは、
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－　請求項１に規定されるような、物体の投影データを取得するための投影データ取得装
置と、
－　取得された投影データに基づいて物体のコンピュータ断層撮影画像を再構成するため
の再構成ユニットと、
を備える。
【００１２】
　本発明の別の態様において、投影データを取得するための投影データ取得方法が提示さ
れる。この投影データ取得方法は、
－　放射デバイスによって、物体を横切るパルス状放射ビームを発生させることと、
－　検出デバイスによって、物体を横切った後のパルス状放射ビームを示す投影データを
発生させることと、
－　移動ユニットによって、物体に対する放射デバイスの異なる取得位置で投影データを
発生させるため、放射デバイスと物体とを相対的に移動させることと、
を含み、放射デバイスは、異なる取得位置でパルス状放射ビームが異なる形状を有するよ
うにパルス状放射ビームを発生させる。
【００１３】
　本発明の別の態様において、物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるためのコン
ピュータ断層撮影方法が提示される。このコンピュータ断層撮影方法は、
－　請求項１に規定されるような投影データ取得装置によって、請求項１２に規定される
ように物体の投影データを取得することと、
－　再構成ユニットによって、取得された投影データに基づいて物体のコンピュータ断層
撮影画像を再構成することと、
を含む。
【００１４】
　本発明の更に別の態様において、投影データを取得するためのコンピュータプログラム
が提示される。このコンピュータプログラムは、請求項１に規定されるような投影データ
取得装置を制御するコンピュータ上で実行された場合、この投影データ取得装置に、請求
項１２に規定されるような投影データ取得方法のステップを遂行させるためのプログラム
コード手段を備える。
【００１５】
　本発明の更に別の態様において、物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるための
コンピュータプログラムが提示される。このコンピュータプログラムは、請求項１１に規
定されるようなコンピュータ断層撮影システムを制御するコンピュータ上で実行された場
合、このコンピュータ断層撮影システムに、請求項１３に規定されるようなコンピュータ
断層撮影方法のステップを遂行させるためのプログラムコード手段を備える。
【００１６】
　請求項１の投影データ取得装置、請求項１１のコンピュータ断層撮影システム、請求項
１２の投影データ取得方法、請求項１３のコンピュータ断層撮影方法、請求項１４の投影
データを取得するためのコンピュータプログラム、請求項１５のコンピュータ断層撮影画
像を発生させるためのコンピュータプログラムは、特に従属クレームで規定されるように
、同様の及び／又は同一の好適な実施形態を有することは理解されよう。
【００１７】
　本発明の好適な実施形態は、従属クレーム又は上記の実施形態と各独立クレームとの任
意の組み合わせとすることも可能であることは理解されよう。
【００１８】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に説明する実施形態を参照して明らかになり、明
瞭となるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるためのコンピュータ断層撮影シス
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テムの一実施形態を概略的かつ例示的に示す。
【図２】フルサンプリング（ｆｕｌｌ　ｓａｍｐｌｉｎｇ）投影データ取得技法を例示的
に表すグラフを示す。
【図３】時間サブサンプリング投影データ取得技法を例示的に表すグラフを示す。
【図４】時間及び空間の組み合わせサブサンプリング投影データ取得技法を例示的に表す
グラフを示す。
【図５】物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるためのコンピュータ断層撮影方法
の実施形態を例示的に表すフローチャートを示す。
【図６】コンピュータ断層撮影システムのコリメータの回転可能シリンダを概略的かつ例
示的に示す。
【図７】放射ビームの一部がシリンダを通過するシリンダの回転位置を概略的かつ例示的
に示す。
【図８】放射ビームの少なくとも一部がシリンダによって阻止されるシリンダの回転位置
を概略的かつ例示的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は、物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるためのコンピュータ断層撮影シ
ステムの一実施形態を概略的かつ例示的に示す。コンピュータ断層撮影システム３０は、
ｚ軸と平行に延出している回転軸Ｒを中心に回転することができるガントリー１を含む。
ガントリー１上に放射デバイス３２が搭載されている。放射デバイス３２は、パルス状放
射ビーム４を発生させるための放射源２と、発生させたパルス状放射ビーム４を整形する
ためのコリメータ３と、を備えている。具体的には、コリメータ３は、パルス状放射ビー
ム４を整形するためパルス状放射ビーム４を部分的に阻止するように適合されている。放
射源２は、優先的にグリッドスイッチｘ線源である。
【００２１】
　放射４は、この実施形態では円筒形である検査ゾーン５内の人のような物体（図示せず
）を横切る。検査ゾーン５を横切り、従って検査ゾーン５内の物体を横切った後、放射ビ
ーム４は、２次元検出面を備える検出デバイス６に入射する。検出デバイス６もガントリ
ー１上に搭載されている。
【００２２】
　コンピュータ断層撮影システム３０は２つのモータ７、８を更に備え、ガントリー１は
モータ７によって好ましくは一定であるが調節可能な角速度で駆動される。モータ８は、
優先的にテーブルのような支持手段上に配置された物体を、検査ゾーン５内で回転軸Ｒ又
はｚ軸の方向と平行に変位させるために設けられている。これらのモータ７、８は制御ユ
ニット９によって制御されて、例えば、放射デバイス３２及び物体をらせん状の取得軌道
に沿って相対的に移動させるようになっている。しかしながら、物体を移動させずに放射
デバイス３２のみを回転させること、すなわち放射デバイス３２が物体に対して円形の軌
道に沿って移動することも可能である。モータ７、８は放射デバイス３２及び物体を相対
的に移動させるので、これらは、放射デバイス３２及び物体を相対的に移動させるための
移動ユニットを形成すると見なすことができる。
【００２３】
　放射デバイス３２及び物体の相対的な移動の間、検出デバイス６は、検出デバイス６の
検出面に入射する放射に応じた投影データを発生させる。相対的な移動のため、これらの
投影データは、物体に対する放射デバイス３２の異なる取得位置で発生される。放射デバ
イス３２は、異なる取得位置でパルス状放射ビーム４が異なる形状を有するようにパルス
状放射ビーム４を発生させるよう適合されている。すなわち、この実施形態においてコリ
メータ３は、異なる取得位置でパルス状放射ビーム４を異なるように阻止するよう適合さ
れている。具体的には、モータ７、８は、投影データ取得中に取得軌道に沿って物体に対
して放射デバイス３２を移動させるように適合され、放射デバイス３２及び検出デバイス
６は、異なる取得位置のグループごとの投影データ取得に対応するように適合されると共
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に、パルス状放射ビーム４を実際に発生させ、物体を横切った後の放射ビーム４を、異な
る取得位置のグループのうちのサブグループのみで検出するように適合されている。従っ
て、放射デバイス３２及び検出デバイス６は、投影データの疎なサンプリングのみを行う
ため、取得軌道に沿った全ての可能な取得位置でなく取得軌道に沿った少数の取得位置で
のみ投影データを取得する。
【００２４】
　コンピュータ断層撮影システム３０は更に、物体内の様々な空間領域について放射線量
上限を規定する空間放射線量拘束値を与えるための放射線量拘束値提供ユニット１１を備
えている。放射デバイス３２、検出デバイス６、及びモータ７、８は、与えられた空間放
射線量拘束値が達成されるように投影データを発生させるよう適合されている。放射源２
は、優先的に、異なる取得位置に応じてパルス状放射ビーム４のパルス持続時間も変化さ
せるように適合され、このパルス持続時間の変化を、与えられた空間放射線量拘束値が達
成されるように投影データを発生させるために用いることができる。従って、ｘ線フラッ
クスパルスが物体の異なるエリアを照射し、これらのエリアの各々で、適宜パルス状放射
ビームを阻止すること、更に任意選択として各パルスのパルス時間を調節することにより
放射線量を適合させ得る仮想動的ボウタイフィルタ処理（ｂｏｗｔｉｅ　ｆｉｌｔｒａｔ
ｉｏｎ）を提供することができる。このパルス時間調節は例えば、放射源がグリッドスイ
ッチｘ線源である場合、グリッドスイッチのデューティサイクルを調節することで行われ
る。これにより、動的ボウタイフィルタで行われる放射の空間的制御と同様の放射の空間
的制御が可能となる。
【００２５】
　コリメータ３は、少なくともいくつかの取得位置でパルス状放射ビーム４を部分的に阻
止するように適合されているので、各取得位置がパルス状放射ビーム４により照射される
と、検出デバイス６上には影になった領域と影にならない領域とが発生する。検出デバイ
ス６は、影にならない領域に誘導されたパルス状放射ビーム４に基づいて投影データを発
生させると共に、影になった領域へ散乱した放射に基づいて散乱データを発生させるよう
に適合されている。コンピュータ断層撮影システム３０は更に、散乱データに基づいて発
生した投影データを補正するための補正ユニット１２を備えている。従って、影になった
検出エリア内の画素の検出読み取り値を用いて、影になっていない検出エリアの散乱を推
定し補正する。この補正を実行するため、補正ユニット１２は、散乱放射すなわち散乱デ
ータは低い空間周波数成分のみを有するという仮定に基づく既知の散乱補正アルゴリズム
を用いるように適合することができ、これらの低い空間周波数成分は散乱データに基づい
て推定され、投影データを補正するために用いられる。例えば、「Ｓｃａｔｔｅｒ　Ｃｏ
ｒｒｅｃｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｘ－Ｒａｙ　ＣＴ　Ｕｓｉｎｇ　Ｐｒｉｍａ
ｒｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ：Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ｒｅｓ
ｕｌｔｓ」（Ｌ．Ｚｈｕ等、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｍｅｄｉｃａ
ｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ、ｖｏｌｕｍｅ２５、ｎｕｍｂｅｒ１２、１５７３～１５８７ページ
（２００６年））に開示された散乱補正アルゴリズム（これは引用により本願に含まれる
）、又は別の既知の散乱補正アルゴリズムを、投影データの補正のために適合させること
ができる。
【００２６】
　図４は、コンピュータ断層撮影システム３０により実行される投影データ取得を概略的
かつ例示的に示す。これに対して、投影データの他の取得が図２及び図３に概略的かつ例
示的に示されており、これは他のコンピュータ断層撮影システムによって実行することが
できる。
【００２７】
　図２から図４は、検出デバイス６の１行の検出要素の中のどの検出要素ｄが、角度φで
示されるどの取得位置でパルス状放射ビームにより照射されるかをそれぞれ示す、３つの
グラフである。図２は投影データの非パルス状の取得を示す。すなわち、各取得位置φで
、各検出行の全ての検出要素ｄが照射される。図３は、異なる取得位置φでパルス状放射
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ビームの異なる阻止を行わない疎なサンプリングを示す。すなわち、パルス状放射ビーム
を発生させる取得位置φで、各検出器行の中の常に同じ検出器要素がパルス状放射ビーム
により照射される。これに対して、図４に示すように、図１を参照して上述したコンピュ
ータ断層撮影システム３０は、パルス状放射ビームを異なるように阻止することによって
、異なる取得位置φでパルス状放射ビームを異なるように整形するよう適合されている。
従って、図２はフルサンプリングを示し、図３は、時間サブサンプリングと見なすことも
できる角度サブサンプリングを示し、図４は、図１を参照して上述したコンピュータ断層
撮影システム３０により実行されるような、角度すなわち時間と空間との組み合わせサブ
サンプリングを示す。
【００２８】
　放射線量拘束値提供ユニット１１及び補正ユニット１２は、一体化して単一のユニット
１０とすることができる。更に、放射線量拘束値提供ユニット１１は、放射線量拘束値が
すでに記憶された記憶ユニットを備えることができ、この記憶ユニットから放射線量拘束
値を検索して提供することができる。また、放射線量拘束値提供ユニット１１は、ユーザ
による所望の空間放射線量拘束値の入力を可能とするラフィカルユーザインタフェースも
備えることができる。これら双方のユニットは制御ユニット９によって制御することがで
きる。しかしながら、それらを別のコントローラによって制御してもよい。更に、放射デ
バイス３２、検出デバイス６、ガントリー１、モータ７、８、制御ユニット９、放射線量
拘束値提供ユニット１１、及び補正ユニット１２は全て、投影データを提供するために用
いられる。従ってこれらのコンポーネントは、投影データ取得装置３１のコンポーネント
であると見なすことができる。
【００２９】
　コンピュータ断層撮影システム３０は更に、取得した投影データに基づいて検査ゾーン
５内の物体のコンピュータ断層撮影画像を再構成するための再構成ユニット１３を備えて
いる。具体的には、再構成ユニット１３は、取得した投影データに基づいてコンピュータ
断層撮影画像を再構成するための反復再構成技法を用いるように適合されている。また、
再構成ユニット１３は制御ユニット９によって制御することができる。しかしながら、こ
れを別のコントローラによって制御してもよい。更に、コンピュータ断層撮影システム３
０は、少なくとも再構成したコンピュータ断層撮影画像を表示するためのディスプレイ１
４を備えている。
【００３０】
　以下で、物体のコンピュータ断層撮影画像を発生させるためのコンピュータ断層撮影方
法の一実施形態について、図５に示すフローチャートを参照して例示的に説明する。
【００３１】
　ステップ１０１では、投影データを取得する。具体的には、ａ）ガントリー１、物体が
載っている支持手段、及びモータ７、８によって、放射デバイス３２及び物体を相対的に
移動させ、ｂ）放射デバイス３２によって、物体を横切るパルス状放射ビームを発生させ
、ｃ）物体に対する放射デバイス３２の異なる取得位置で投影データを発生させるため、
検出デバイス６によって、物体を横切った後のパルス状放射ビーム４を示す投影データを
発生させる。投影データが取得軌道に沿った全ての可能な取得位置でなくこれらの取得位
置の一部でのみ取得される疎のサンプリングを優先的に実行する。更に、投影データの取
得中、放射デバイス３２は、異なる取得位置ではパルス状放射ビーム４が異なる形状を有
するように、特にコリメータ３を用いて異なるように阻止されるように、パルス状放射ビ
ーム４を発生させる。また、異なる取得位置でパルス状放射ビームのパルス持続時間を変
化させることも可能である。投影データを取得するためにステップ１０１で実行されるこ
れらのサブステップは、投影データを取得するための投影データ取得方法のステップであ
ると見なすことができる。
【００３２】
　ステップ１０２では、再構成ユニット１３が、ステップ１０１で取得された投影データ
に基づいてコンピュータ断層撮影画像を再構成する。優先的に、再構成ユニット１３は、
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取得された投影データに基づいてコンピュータ断層撮影画像を反復的に構築する。次いで
ステップ１０３において、再構成されたコンピュータ断層撮影画像をディスプレイ１４に
表示する。
【００３３】
　図１を参照して上述したコンピュータ断層撮影システムは、高ｘ線フラックス及び大面
積検出器のコンピュータ断層撮影システムと見なすことができる。このため、特に図１に
概略的かつ例示的に示すように検出デバイスの検出面が完全に照射される場合、高ｘ線フ
ラックス及び大面積検出器によって超高速撮像が可能となる。しかしながら、いくつかの
撮像用途では、この超高速撮像機能が必要ないことがある。従って、コンピュータ断層撮
影システムは疎角度サンプリングを可能としている。すなわち、常時ビームを放射するの
ではなく、短いｘ線パルスを撮像に用いることで、ガントリーの１回転当たりの投影数を
減らす。これらの短いｘ線パルスは、優先的にグリッドスイッチｘ線管を用いて発生され
る。更に、コンピュータ断層撮影システムは、優先的にグリッドスイッチｘ線源を用いる
疎角度サンプリングを、部分ビームサンプリングに拡張するように適合されている。すな
わち、時間ビームブランキングに加えて、ｘ線ビームは部分的に阻止される。この部分的
な阻止は、スキャン中に異なるビーム形状を発生させる動的コリメータを用いて実行され
る。動的コリメータは、例えば、放射を阻止することができる２つ以上の可動リーフを備
えている。異なる取得位置でパルス状放射ビームを異なるように阻止するため、異なる取
得位置ではこれらのリーフを異なる位置に移動させることができる。あるいは、動的コリ
メータは、図６に概略的かつ例示的に示すように、開口４４．．．４７を有する回転可能
中空シリンダ４０と、矢印４３で示される回転方向にシリンダ４０を回転させるためのモ
ータ（図示せず）と、を備えることができる。このモータも、制御ユニット９又は別の制
御ユニットにより制御することができる。更に、このモータ又はコリメータの別のモータ
は、放射源により発生した放射の中に又は放射の外にシリンダ４０を移動させるように適
合することができる。これによって、検出面がシリンダ４０による影響を受けない、特に
検出面が放射源により放出される放射で完全に照射される投影データ取得装置の動作の第
１のモードと、放射がシリンダ４０による影響を受ける第２のモードと、を可能とする。
また、コリメータは、放射源により発生した放射の中に又は放射の外にシリンダ４０を手
動で配置できるように適合することも可能である。
【００３４】
　シリンダ４０の開口は、シリンダ４０の長手方向軸に沿って第１の長手方向位置に配置
された第１の開口４４と、長手方向軸に沿って第２の長手方向位置に配置された第２の開
口４５と、長手方向軸に沿って第３の長手方向位置に配置された第３の開口４６と、長手
方向軸に沿って第４の長手方向位置に配置された第４の開口４７とを含み、第１、第２、
第３、及び第４の長手方向位置は相互に異なる。更に、異なる長手方向位置に配置された
開口４４．．．４７は、相互に対して円周方向のオフセットを有する。すなわち開口は、
異なる長手方向位置に配置されていることに加えて、シリンダ４０の円周に沿って異なる
円周方向位置に配置されている。開口４４．．．４７は矩形であり、矩形の開口４４．．
．４７は円筒形の長手軸の方向の寸法の方が大きく、シリンダの円周方向の寸法の方が小
さい。更に、この実施形態では、特定の長手方向位置にある開口は、シリンダ４０の円周
に沿って均等に、すなわち角度的に等距離に分布している。シリンダ４０は、その長手方
向軸がコンピュータ断層撮影システム３０の回転軸Ｒに対してほぼ直交するように優先的
に配置されている。
【００３５】
　シリンダは、タングステンのような強力なｘ線吸収材料で作製される。壁厚は数ミリメ
ートルの範囲内とすればよく、例えば１～３ｍｍの範囲内とすればよい。シリンダは、阻
止能が（ｓｔｏｐｐｉｎｇ　ｐｏｗｅｒ）約１００パーセントであるか又は１００パーセ
ントに近いように優先的に構築される。システム全体の幾何学的形状に応じて、シリンダ
の直径は数センチメートルの範囲内、例えば１～４ｃｍの範囲内とすればよい。
【００３６】
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　図７は、シリンダ４０の断面図を概略的かつ例示的に示す。図７において、シリンダ４
０は、図７では別のコリメート要素４８の上方に配置されている放射源２によって発生さ
れた放射ビームが開口４４を貫通するような向きに配されている。すなわち、図７に示す
向きでは、放射源２２によって発生された放射はシリンダ４０を通過し、従ってコリメー
タ３を通過することができる。図８では、放射源２によって発生された放射が、少なくと
も図示する断面においてシリンダ４０の壁４２で阻止されるように、シリンダ４０を矢印
４３で示す方向に２２．５度回転させた状態が示されている。
【００３７】
　回転可能シリンダに加えて、コリメータ３は別のコリメート要素４８を備えている。こ
れは、放射源によって発生した放射が回転可能シリンダ４０を部分的に横切った後、又は
回転可能シリンダにより阻止される前に、この放射をコリメートするためのスリットコリ
メート要素とすればよい。別のコリメート要素４８は、優先的に、シリンダ４０の長手方
向軸に垂直なシリンダ４０の断面における放射ビームの幅を規定して、放射ビーム４が幅
方向でそれ以上コリメートされることなく各開口４４．．．４７を介してシリンダ４０を
通過できるようにする。すなわち、各断面における放射ビーム４の幅は別のコリメート要
素４８によって優先的に規定される。コリメータ３は、スリット幅を変更するためのモー
タを備えることができ、及び／又はスリット幅は、図７及び図８に示す断面における放射
ビームの幅を変更するために手動で変更可能とすることができる。
【００３８】
　別のコリメート要素４８は、放射源によって発生した放射をコリメートするため既知の
コンピュータ断層撮影システムで用いられる標準的なコリメート要素とすることができる
が、既知のコンピュータ断層撮影システムとは異なり、一実施形態では、コリメート３は
更に回転可能シリンダ４０を備えている。
【００３９】
　放射源２によって発生した各放射パルスが所望の形状にコリメートされるように、シリ
ンダ４０の回転は優先的に投影データの取得と同期される。放射源２からの角度サブサン
プリング及び正確な取得時間の規定は、動的コリメータに対する速度及び精度の要求を大
きく緩和することができる。例えば、ガントリー１が０．５秒の回転時間を有し、４つの
ビーム形状で１００のビューが角度サンプリングされる場合、すなわち１回転当たり４０
０の部分ビューが存在する場合、図６から図８に概略的かつ例示的に示すシリンダ４０は
、毎秒１２００回転で回転すればよい。短いｘ線パルスが優先的に用いられ、投影データ
の取得に影響することなく、シリンダ角すなわちシリンダ４０の回転位置には例えば約±
５度のような比較的大きい公差が許容され得るので、コリメータ４０の極めて正確な位置
決めは必要ない場合がある。
【００４０】
　時間ビーム阻止と空間ビーム阻止の組み合わせにはいくつかの利点がある。例えば、コ
ーンビームが小さくなると発生する散乱放射が低減する。散乱放射は一般に、画像アーチ
ファクトを発生させるだけでなく、ノイズを増大させる。散乱補正方法によって小さい（
ｍｅａｎ）散乱寄与は補正され得るが、散乱放射からのノイズは取り去ることができない
。発生する散乱が低減するので、直接的に信号対雑音比を向上させることができ、又は、
同一のノイズに対する線量を低減することが可能となる。
【００４１】
　上述の実施形態では、放射デバイスがコーンビームを発生させるように適合され、これ
が特定の取得位置で部分的に阻止され、異なる取得位置では異なるように阻止されるが、
他の実施形態では、放射源は、部分的に阻止され得るファンビームを発生させるように適
合してもよい。上述の実施形態において、放射デバイスは部分的に阻止された放射ビーム
を与えるように適合されているが、他の実施形態では、放射デバイスは、部分的に減衰さ
れ、任意選択として更に阻止された放射ビームを与えるように適合することができ、異な
る取得位置では放射ビームの減衰が異なるようにしてもよい。更に、上記では撮像される
物体が人であることを例示的に述べたが、他の実施形態では、物体は動物、又は技術的対
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象（ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｏｂｊｅｃｔ）すなわち無生物とすることも可能である。
【００４２】
　上述の実施形態では、放射源としてグリッドスイッチｘ線源を用いるが、他の実施形態
では別の放射源を用いることも可能である。例えば、パルス状放射ビームを発生させる別
の放射源を用いればよい。あるいは、一定のすなわち連続放射ビームを発生させる放射源
を使用してもよく、この場合は、異なる形状のパルス状放射ビームを発生させるため、シ
リンダ４０を用いる上述のコリメータのようなコリメータによってパルス挙動を発生させ
ればよい。
【００４３】
　上述の実施形態では、コリメータの回転可能シリンダはシリンダの長手方向軸に沿って
同一の長手方向位置に４つの開口を有するが、他の実施形態では、シリンダは同一の長手
方向位置により多くの開口又はより少ない開口を備えてもよい。更に、一実施形態では、
開口数は全ての長手方向位置で同じでなくてもよく、同一の長手方向位置の開口は、シリ
ンダの円周で均等でなく、すなわち角度的に等距離でなく分布していてもよい。更に、い
くつかの異なる長手方向位置では、開口は相互に対する円周方向のオフセットを有しなく
てもよい。更に、上述の実施形態では、コリメータの回転可能シリンダは４つの異なる長
手方向位置の開口を有するが、他の実施形態では、シリンダはより多くの又はより少ない
長手方向位置に開口を備えることができる。
【００４４】
　特許請求される本発明を実施する際に、当業者は、図面、本開示、及び添付の特許請求
の範囲を精査することにより、開示される実施形態に対する他の変形を理解し実行するこ
とができる。
【００４５】
　特許請求の範囲において、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という言葉は他の要素
又はステップを除外せず、不定冠詞「ａ」又は「ａｎ」は複数を除外しない。
【００４６】
　単一の要素又はデバイスが、特許請求の範囲に列挙されるいくつかのアイテムの機能を
遂行し得る。相互に異なる従属クレームにいくつかの測度（ｍｅａｓｕｒｅｓ）が記載さ
れているという単なる事実は、これらの測度の組み合わせを有利に使用できないことを示
すものではない。
【００４７】
　１つ又はいくつかのユニット又はデバイスにより実行される、散乱に対する投影データ
の補正、放射線量拘束値の提供、コンピュータ断層撮影画像の再構成等の動作は、他のい
かなる数のユニット又はデバイスによっても実行可能である。コンピュータ断層撮影方法
に従ったコンピュータ断層撮影システムのこれらの動作及び／又は制御、及び／又は投影
データ取得方法に従った投影データ取得装置の制御は、コンピュータプログラムのプログ
ラムコード手段として及び／又は専用ハードウェアとして実施することができる。
【００４８】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアと共に又は他のハードウェアの一部とし
て供給される光記憶媒体又は固体媒体のような適切な媒体上に記憶／配布することができ
るが、インターネット又は他の有線もしくは無線電気通信システムを介して等、他の形態
で配布することも可能である。
【００４９】
　特許請求の範囲における参照符号は範囲を限定するものと解釈されない。
【００５０】
　本発明は投影データを取得するための投影データ取得装置に関する。投影データ取得装
置は、物体を横切るパルス状放射ビームを発生させるための放射デバイスと、異なる取得
位置におけるパルス状放射ビームを示す投影データを発生させるための検出デバイスと、
を備えている。放射デバイスは、異なる取得位置でパルス状放射ビームが異なる形状を有
するように、すなわち異なるように阻止／減衰されるようにパルス状放射ビームを発生さ
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せるよう適合されている。従って、各取得位置で放射デバイスによって提供可能な放射全
体を用いるのではなく、少なくとも一部の取得位置で、より小さいパルス状放射ビームの
みを用いる。これにより散乱放射を低減することができ、従って投影データの向上と、取
得した投影データに基づいて再構成されるコンピュータ断層撮影画像の向上が達成できる
。
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